






平成１８年度都市センター研究報告 

          都市における持続可能な資源循環に関する調査 

－名古屋市におけるＢＤＦ導入の可能性－ 

 

名古屋都市センター 調査課 清水和夫  

 

１．調査の目的・背景 

現在、世界的に環境問題、特に地球の温暖化が懸

念されており、それと同時にエネルギ－・セキュリ

ティ－（資源確保）の重要性が再認識され、欧米諸

国においても原子力のあり方の再検討が行われてい

ます。 

また、都市においては“持続可能”をテ－マに、

「環境負荷の低減と資源の循環利用」を図る取組が

検討されている状況であります。 

そこで本調査では、都市（名古屋市）において「環

境負荷の低減と資源の循環利用」のあり方について、

廃食用油をリサイクルしたバイオディーゼル燃料

（以下、ＢＤＦと呼ぶ。）に着目し、名古屋市におけ

るＢＤＦの導入に向けた可能性について調査するも

のである。 

 

（補足）ＢＤＦ（Bio Diesel Fuel）とは 

ＢＤＦ（Bio Diesel Fuel）とは、不純物除去の

前処理をした廃食用油に、10～20％のメタノールと

苛性ソーダ（触媒）を加えて混合撹拌し、加熱した

後、しばらく静置して脂肪酸のエステル交換反応を

促進させ、更に生成物を分離して、粘性や引火点の

低いメチルエステルを得、軽油代替燃料にしたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

２．方法と進め方 

 本調査では名古屋市における、ＢＤＦの原料とな

る廃食用油の発生量及びＢＤＦ事業に対する名古屋

市民の意識調査を行うために、同市民（16区）を対

象にアンケートを行い、ＢＤＦ事業導入に伴う都市

環境に対する効果や市民のＢＤＦ事業に対する取組

に向けた可能性について考察するものである。 

３．名古屋市の温室効果ガス（ＣＯ２）の排出等 

 （１）温室効果ガス（ＣＯ２）の排出実態 

名古屋市からの温室効果ガス全体の排出量の内、

二酸化炭素排出量が約 96％を占めていと言われて

います。そこで、名古屋市域からの二酸化炭素排出

量の現状は、1990年（H2年）の1,610万4千トンか

ら2002年（H14年）には、1,749万8千トンとなり、

8.7％増加となっている。 

部門別の内訳では、2002年（H14年）の排出量は、

1990年（H2年）を基準とすると、民生（家庭）、民

生（業務）、運輸部門が増加している。 
 

表３－１ 名古屋市における二酸化炭素排出量（部門別）    

   （単位）千トン-ＣＯ２ 

部門
1990年
排出量

構成比
2002年
排出量

構成比 増減率

エネルギー転換 220 1.4 94 0.5 △57.2

産業 5,206 32.3 4,252 24.3 △18.3

民生（業務） 2,896 18.0 4,234 24.2 ＋46.2

民生（家庭） 2,323 14.4 3,343 19.1 ＋43.9

運輸 4,858 30.2 5,331 30.5 ＋9.7

廃棄物 601 3.7 244 1.4 △59.3

合　計 16,104 100.0 17,498 100.0 ＋8.7

 

 （２）温室効果ガス（ＣＯ２）の将来排出と削減 

名古屋市では、2010年（H22年）までに、名古屋

市域から排出される二酸化炭素排出量を1990年（H2

年）と比べて10％削減する目標を掲げており、目標

を達成するためには、2010 年までに二酸化炭素を

1,449万4千トンにする必要がある。 
 

表３－２ 二酸化炭素将来排出量 

単位：千トン－ＣＯ２ 

2010年 2010年

家庭生活 2,351 3,371 3,512 2,634

自動車

（家庭用）
1,366 2,046 2,300 1,837

廃棄物

（家庭ごみ）
276 95 100 62

市民（合計） 3,993 5,512 5,912 4,533

電気・ガス

事業者
220 94 170 162

工場等 5,206 4,252 4,688 3,720

オフィス・

店舗等
2,868 4,205 5,099 3,059

自動車

（事業用）
2,678 2,339 2,397 2,104

その他の

交通機関
814 946 1,009 802

廃棄物（事業

系ごみ･産廃）
325 149 153 113

事業者（合計） 12,111 11,985 13,516 9,961

16,104 17,497 19,428 14,494

予測
排出量

対策後

合計

市

民

事

業

者

主

体
活動区分

1990年
排出量

2002年
排出量

 

◇軽油と比較した場合の効果 

物質名 効  果 

ＣＯ２ 実排出量は、10％程度少ない。 

ＳＯ２ ほとんど排出されない。 

黒煙 １／２～１／３ 
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結果は廃食用油等をＢＤＦ燃料化事業へ活用する

と、名古屋市民全体でゴミ袋については、毎年約

65,000袋分の費用とゴミの減量化となり、また固め

て可燃ごみとして処分していた費用も、市民全体で

年間約3億4千万円の費用負担の軽減となると考え

られる。 

 

７．ＢＤＦ事業化に向けての方向性・市民意識 

まちづくりアンケート調査「家庭における廃食油の

回収・活用」）において、ＢＤＦ事業への取り組み等に

ついての意識調査を行っておりその結果の要点を以下

に述べる。 

（１）廃食用油の回収等の活動について 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（結果）有効回答全体の約63％で、天ぷら油の

提供や回収の何れかの形で協力していただける

という回答が得られた。ＢＤＦ事業（リサイク

ル活用）に対する意識が意外と高いことが伺え

る。 

（２）廃食用油の回収場所について 

有効回答の約 67％で資源ごみ回収拠点や約

25％でスーパーなどの商店という回答が得ら

れたことから、既に市民生活の中で確立されて

いるシステムや、日常的に活用する施設などが

回収場所として望まれていることが伺える。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）廃食用油の回収頻度について 

有効回答の約 60％で月 1 回という回答が得

られた。1世帯当たりの廃食用油排出量が平均

1～2 本から考えると妥当な結果であると考え

られる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ＢＤＦ事業の普及の可能性について 

アンケートの結果、有効回答の約53％で普及

する。逆に約38％と4割近くが普及しないとの

回答が得られた。ＢＤＦ事業実現可能性に対す

る半信半疑的な意識が現状において反映されて

いることが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本事業が普及しない理由として、経済

的な事業成立が約32％、定期的に廃食用油が回

収できるか疑問が約35％という回答が得られた。 

 

天ぷら油の提

供・回収両方に

協力でき

る, 21.2
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い, 28.2
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図７ 回収等の活動 

表７－１ 回収場所 
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表７－２ 回収頻度 

表７－４ 理由内容 
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表７－３ 普及意識 



８．今後の検討課題 

（１）廃食用油の回収について 

ＢＤＦ燃料化事業における廃食用油の回収につい

ては、京都市の事例からすると取組主体が自治体と連

携して回収を行なっているのが現状である。そこで、

廃食用油回収に当たり今後の課題について以下に整

理を行なう。 

 

ア． 自治体との協働回収を行なう場合 

京都市の場合、住民の自発的な協力により、廃

食用油が回収拠点で集められている。また、回収

拠点までは市民が廃食用油を持参し、拠点に集め

られた廃食用油を京都市が委託した事業者が回

収を行なっています。 

これは市民協働の観点から、地域のつながりを

活用した回収方法は有効な手段であると言える。

そして、この様なパートナーシップでは、回収者

が回収を行なう際に足りないもの必要なものを、

行政が財政支援、設備提供、回収ノウハウ提供な

どの形でバックアップすることが必要であると

考えます。 

 

イ． 廃食用油回収拠点の拡大について 

 前述の、自治体との協働回収を行なう場合のよ

うに、回収拠点の拡大を図るには、行政が所有の

様々な施設・設備を積極的に活用することが有効

である。 

また、既に地域で廃食用油回収に取組まれてい

る個人・団体に回収取組に参加してもらうことは、

回収範囲（ネットワーク）を拡大する上で有益な

方法であると考えられる。 

 

（２）ＢＤＦのディーゼルエンジンに与える影響 

ア． 燃料品質と規格 

日本において、ＢＤＦについての燃料品質規格

は、まだ策定されていない状況であり、品質のば

らつきによるエンジン不具合を抑えるためにも何

らかの基準を設ける必要がある。よって現在、Ｂ

ＤＦに関してはまだ純粋な性状規格は定められて

いないが軽油への低濃度混合を前提とした「揮発

油等の品質の確保等に関する法律（軽油品確法）」

の法改正が行なわれた（2007年1月公布、4月施

行）。改正内容を表７－１に示す。 

 

 

表８－１ 揮発油等の品質の確保等に関する法律の改正 

規制項目 ＤＢＦ混合軽油 
ＢＤＦ混合しな

い軽油 

硫黄分 0.005質量％以下 0.005質量％以下

セタン指数 45以上 45以上 

既

存

項

目 90％留出温度 360℃以下 360℃以下 

脂肪酸メチルエス

テル含有量 
5.0質量％以下 0.1質量％以下 

トリグリセライド

含有量 
0.01質量％以下 0.01質量％以下

メタノール含有量 0.01質量％以下 － 

酸価 0.13mgKOH/g以下 － 

ギ酸、酢酸、プロピ

オン酸 

計 0.003 質量％以

下 
－ 

追

加

項

目

酸価安定性（酸価増

加分） 
0.12mgKOH/g以下 － 

※出典：総合資源エネルギー調査会石油分科会石油部会燃

料政策小委員会/第9回規格検討ＷＧ資料より 

 

また、京都市においては、ＢＤＦによるエ

ンジン不具合を防止するために、廃食用油の

原料油脂基準を設け表７－２に示すＢＤＦ燃

料性状規格を独自に策定し暫定的に使用して

いる。 

 

表８－２ 京都市ＢＤＦ性状暫定規格と２号軽油JIS規格 

性状項目 単位 
京都市 

暫定規格 

2号軽油 JIS規格

値 

密度＠15℃ ｇ/ｃ㎥ 
0.86 ～

0.90 
－ 

動粘度＠40℃ ｍ㎡/ｓ 3.5～5.0 ≧2.7＠30℃ 

流動点 ℃ ≦-7.5 ≦-7.5 

目詰まり点 ℃ ≦-5 ≦-5 

10％残留炭素分 質量％ ≦0.3 ≦0.10 

水分 ppm ≦500  

引火点 ℃ ≧100 ≧50 

硫黄分 質量ppm ≦10 ≦50：強制規格 

90％留出温度 ℃ － ≦350：強制規格 

センタン価 - ≧51 
≧45（セタン指

数）：強制規格 

モノグリセリド 質量％ ≦0.8 － 

ジグリセリド 質量％ ≦0.2 － 

トリグリセリド 質量％ ≦0.2 － 

遊離グリセリン 質量％ ≦0.02 － 

全グリセリン 質量％ ≦0.25 － 

残留メタノール 質量％ ≦0.2 － 

アルカリ金属残留

（K+Na） 
mg/kg ≦5 － 

酸価 MgKOH/g ≦0.5 － 

ヨウ素価 - ≦120 － 

 

イ． 学識者の見解（ＢＤＦのディーゼルエンジン

に与える影響） 

滋賀県立大学工学部 山根浩二教授へＢＤＦの

ディーゼルエンジンに与える影響についての見解

を以下に示す。 
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そこで因みに、名古屋市は、第 2次名古屋市地球温暖化防止行動計画の中で、次のよう

な考えに基き、表２・２－２及び図２・２－３に削減目標を設定しています。 

 

（目標設定の考え方） 

 ○国等と連携した施策による行動促進 

 ・京都議定書目標達成計画の各種対策が名古屋市においても実施されることによる

削減効果。 

 ・あいち地球温暖化防止戦略の各種対策が名古屋市においても実施されることによ

る削減効果。 

 ○名古屋市施策による行動促進 

 ・二酸化炭素削減に資する名古屋市の既存計画等による削減効果。 

 ・家庭やオフィス・店舗等での一人ひとりの努力として見込むことができる削減効

果。 

 ・本計画による追加的な施策による削減効果。 

 

表２・２－２ 主体別の二酸化炭素削減目標量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２・２－３二酸化炭素排出量と削減目標量 

2010年 2010年

家庭生活 2,351 3,371 3,512 2,634 ＋ 283 ＋ 12.0 % △ 737 △ 21.9 % △ 878 △ 25.0 %

自動車
（家庭用）

1,366 2,046 2,300 1,837 ＋ 471 ＋ 34.5 % △ 208 △ 10.2 % △ 463 △ 20.1 %

廃棄物
（家庭ごみ）

276 95 100 62 △ 214 △ 77.6 % △ 33 △ 35.0 % △ 38 △ 37.9 %

市民（合計） 3,993 5,512 5,912 4,533 ＋ 540 ＋ 13.5 % △ 979 △ 17.8 % △ 1,378 △ 23.3 %
電気・ガス
事業者

220 94 170 162 △ 58 △ 26.4 % ＋ 68 ＋ 72.1 % △ 8 △ 4.8 %

工場等 5,206 4,252 4,688 3,720 △ 1,486 △ 28.5 % △ 532 △ 12.5 % △ 968 △ 20.6 %

オフィス・
店舗等

2,868 4,205 5,099 3,059 ＋ 191 ＋ 6.6 % △ 1,147 △ 27.3 % △ 2,040 △ 40.0 %

自動車
（事業用）

2,678 2,339 2,397 2,104 △ 574 △ 21.4 % △ 235 △ 10.0 % △ 293 △ 12.2 %

その他の
交通機関

814 946 1,009 802 △ 12 △ 1.4 % △ 144 △ 15.2 % △ 207 △ 20.5 %

廃棄物（事業
系ごみ･産廃）

325 149 153 113 △ 212 △ 65.1 % △ 36 △ 24.0 % △ 40 △ 25.9 %

事業者（合
計）

12,111 11,985 13,516 9,961 △ 2,150 △ 17.8 % △ 2,025 △ 16.9 % △ 3,555 △ 26.3 %

16,104 17,497 19,428 14,494 △ 1,610 △ 10.0 % △ 3,004 △ 17.2 % △ 4,934 △ 25.4 %
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廃食用油：約 40 ～ 50 万トン／年
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織ということで 1 団体、「地域ごみ減量推進会議」は 82 団体が登録されている。（※

平成 18 年 12 月現在）

京都市ごみ減量推進会議の財源は、会費、京都市からの補助金、寄付金等で賄

っており、地域ごみ減量推進会議は、それぞれの地域で会員から会費を徴収する

など自主財源を確保し、結成後の活動に対して、京都市ごみ減量推進会議から各

種の助成を受け成り立っている。 

②地域ごみ減量推進会議について 

前述の通り、現在京都市では、廃食用油を約 13 万ｔ（平成 17 年度実績）の回

収をしている。これは「地域ごみ減量推進会議」の団体登録にあわせて回収拠点

の拡大が順調に伸びているのが回収量を伸ばしいている要因の一つであると言わ

れている。また、「地域ごみ減量推進会議」の登録数の拡大した理由としては、「地

域ごみ減量推進会議」の設立されていない地域で活動されている他団体（自治会、

女性会、保健協議会等）に「京都市ごみ減量推進会議」や近隣の「地域ごみ減量

推進会議」を通じて結成を呼びかけたことが、登録の拡大につながったと考えら

れている。

因みに現在の京都市における回収学区数及び回収拠点は下記の通りである。 

また、京都市における廃食用油の回収学区数、回収拠点、回収量の拡大と推移

について以下の表３・２－２、表３・２－３及び図３・２－２、図３－２－３に

示す。 

 

〈家庭からの拠点回収の取組〉 

・廃食用油回収学区数 ： １６１学区 

・廃食用油回収拠点数 ：１，００５拠点 

※数字はいずれも平成１９年１月現在（京都市環境局循環型社会推進部ヒアリングより） 

※平成２７年度（目標値）：２，０００拠点以上「京都市循環型社会推進基本計画～京の

ごみ戦略」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３・２－２廃食油回収拠点と回収量 

 

表３・２－２ 回収拠点と回収量 

単位：Ｌ

年度 拠点数 回収量 

9 13 4,265

10 175 22,731

11 531 62,445

12 602 95,747

13 693 116,019

14 766 123,032

15 825 128,118

16 844 97,429

17 956 127,158

18 1,005   －
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第６章 ＢＤＦ事業化に向けての方向性 

  

６・１ ＢＤＦ事業化普及に向けての市民意識 

第 4 章で述べたアンケート（まちづくりアンケート調査「家庭における廃食油の回

収・活用」）において、ＢＤＦの原料となる廃食用油がどれだけ排出されているかは、

第 4 章で述べたとおりであるが、本アンケートではＢＤＦ事業への取り組み等につい

ての意識調査を行っておりその結果を、まちづくりアンケート調査「家庭における廃

食油の回収・活用」の設問を用いて、以下に述べる。 

 

（１）廃食用油（使用済み天ぷら油）の処分について 

 

問１あなたのご家庭では、使用済み天ぷら油をどの様に処分していますか。当ては

まる番号にひとつ○をつけて下さい。 
 
 

1. 固めて燃えるゴミとして処分している  2. 紙に吸わせて燃えるゴミとして処分している 

3. 地区や団体で回収している          4. その他   

 

 （結果）有効回収数の約 88％に当たる 739 が有効回答で、不明・非該当が 97 であっ

た。以下の図６・１－１より、「固めて燃えるゴミ」及び「紙に吸わせて燃え

るゴミ」として、有効回答全体の約 87％が、廃食用油を最終的に燃えるゴミ

として処分されているという結果が得られた。 

       また、廃食用油の回収を地区や団体で回収しているという回答が約 0.4％と

わずかであるが、名古屋市内でも自主的に回収の取組が既に行われているこ

とがこの結果から伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図６－１ 廃食用油（使用済み天ぷら油）の処分方法 

 

（２）廃食用油（賞味期限切れ天ぷら油）の処分について 

 

問２あなたのご家庭では、使用済み天ぷら油をどの様に処分していますか。当ては

まる番号にひとつ○をつけて下さい。 
 
 

1. 固めて燃えるゴミとして処分する   2. 紙に吸わせて燃えるゴミとして処分する 

 3. 捨てられずに困っている       4. 地区や団体で回収している 

5. 賞味期限切れ天ぷら油はない         6. その他   
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 （結果）有効回収数の約 89％に当たる 746 が有効回答で、不明・非該当が 90 であっ

た。以下の図６・２－１より、有効回答全体の約 70％で、賞味期限切れ天ぷ

ら油はないという結果が得られた。しかし、廃食用油を最終的に燃えるゴミ

として処分または、捨てられずに困っているというのが、有効回答全体の約

25％を占めるという結果が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図６－２ 廃食用油（賞味期限切れ天ぷら油）の処分方法 

 

（３）廃食用油の回収等の活動について 

 

問３使用済み天ぷら油（植物油に限る）と賞味期限が切れた未使用の天ぷら油（植

物油に限る）を回収するという取組みが実施される場合、各家庭から出る使用

済み天ぷら油等の提供、回収場所におけるボランティア活動についお聞ききし

ます。当てはまる番号にひとつ○をつけて下さい。 
 
 

1. 天ぷら油の提供・回収両方に協力できる 2. 天ぷら油の提供のみに協力できる 

3. 回収のみに協力できる         4. なんともいえない 

5. いずれも協力できない          6. その他 

 

（結果）有効回収数の約 84％に当たる 709 で有効回答が得られた。以下の図６・２－

１より、有効回答全体の約 63％で、天ぷら油の提供や回収の何れかの形で協

力していただけるという回答が得られた。ＢＤＦ事業（リサイクル活用）に

対する意識が意外と高いことが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

図６－３ 廃食用油の回収等の活動 
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（６）ＢＤＦを作る事業の普及の可能性について 

 

問６ＢＤＦをつくる事業は、今後の地域ぐるみの取組みとして普及すると思います

か。当てはまる番号ひとつに○をつけて下さい。 

 
1. 普及すると思う 2. 普及しないと思う  3. その他   

 

（結果）有効回答の約 53％で普及する。逆に約 38％と 4割近くが普及しないとの回答

が得られた。ＢＤＦ事業実現可能性に対する半信半疑的な意識が現状におい

て反映されていることが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図６－６ 廃食用油の回収頻度 

 

問７「2. 普及しないと思う」を選択された方にお聞きします。その理由について、

当てはまる番号にひとつ○をつけて下さい。 

 
1. ディーゼル燃料車があまり利用されていない  2. 環境に対して興味がない。 

3. 経済的に事業が成り立つか疑問               4. 定期的に天ぷら油が集められるか疑問 

5. ＢＤＦをつくる事業の内容がよくわからない               

              

（結果）本事業が普及しない理由として、経済的な事業成立が約 32％、定期的に廃食

用油が回収できるか疑問が約 35％という回答が得られた。これは今後、本事

業を展開するにあたっての課題であると考えられる。 

 

 

   図６－７ ＢＤＦ事業の普及しない理由 
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